
家畜衛生便り

愛媛県の野鳥糞便から低病原性鳥イン
フルエンザ（H７N７）が分離！

環境省が実施した，野鳥の糞便を対象としたサーベイランス検査に

より，令和元年１１月１９日，愛媛県西条市で採材した野鳥の糞便か

ら，低病原性鳥インフルエンザウイルス（Ｈ７Ｎ７亜型）が分離され

ました。

今シーズン国内で低病原性鳥インフルエンザウイルスの検出は初め

てとなります。

本格的な渡り鳥の飛来シーズンを迎えるにあたり，引き続き，県内

へのウイルス侵入リスクは高い状態となっています。

また，高病原性鳥インフルエンザにかかりやすい種類の鳥類として

環境省が指定する，「検査優先種」の飛来が，１０月以降徳島県内で

確認されています。

＊○：飛来が確認された種類

＊検査優先種１：高病原性鳥 ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞｳｲﾙｽに感受性が高く，死亡野鳥等調査で検出

しやすいと考えられる種。

＊検査優先種２：過去に感染死亡例のある種。
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表．高病原性鳥インフルエンザに係るリスク種の県内渡来状況（令和元年10月）
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農場へのウイルス侵入を防止し，本病を
発生させないため，次の事項を確実に
実施するようお願いします。

１．異常家きんの早期発見，早期通報にご留意ください。
鶏の日常の健康観察を徹底し，死亡率の急増等，鳥インフル

エンザを疑う状況があれば，直ちに通報してください。

西部家畜保健衛生所

吉野川庁舎 ０８８３－２４－２０２９

東みよし庁舎 ０８８３－８２－２３９７
家畜保健衛生所は，休日・夜間も２４時間対応しています。

２．野鳥や小動物の鶏舎等への侵入防止を徹底してくだ

さい。

３．農場出入り口・周辺での消毒を徹底してください。

４．農場に出入りする人・車両の記録をお願いします。

５．当所からの広報など鳥インフルエンザ関係情報の
収集に努めてください。

６．韓国，中国，台湾などへの不要不急の旅行は自粛を
お願いします。

関係者全員が一致協力し，高病原性
鳥インフルエンザの発生防止に努めま
しょう！


